
合
の
評
価
を
新
設
す
る
。

　

合
わ
せ
て
歯
科
診
療
に
か

か
る
評
価
に
つ
い
て
、標
準
的

な
感
染
防
止
対
策
を
日
常
的

に
講
じ
る
こ
と
が
必
要
と

な
っ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
も

初・再
診
料
や
歯
冠
修
復
お
よ

び
欠
損
補
綴
の
製
作
に
係
る

項
目
に
つ
い
て
も
評
価
が
見

直
さ
れ
た
。

　
継
続
的
・
定
期
的
な
口
腔

管
理
に
よ
る
歯
科
疾
患
の
重

症
化
予
防
の
取
り
組
み
を
推

進
す
る
観
点
か
ら
、
か
か
り

つ
け
歯
科
医
機
能
強
化
型
歯

科
診
療
所
（
か
強
診
）
に
つ

い
て
、
名
称
、
要
件
及
び
評

価
を
見
直
す
。
こ
れ
を
踏
ま

え
つ
つ
、
小
児
期
及
び
高
齢

期
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応

じ
た
口
腔
機
能
管
理
を
推
進

す
る
観
点
か
ら
、
小
児
口
腔

機
能
管
理
料
及
び
口
腔
機
能

管
理
料
に
つ
い
て
新
た
な
評

価
を
行
う
と
し
、
事
実
上
の

か
強
診
の
廃
止
が
行
わ
れ
た
。

　

具
体
的
に
は
①
か
か
り
つ

価
の
見
直
し
で
は
ク
ラ
ウ

ン
・
ブ
リ
ッ
ジ
維
持
管
理
料

（
補
管
）
の
対
象
で
あ
る
金

属
歯
冠
修
復
物
の
５
年
生
存

率
は
８
割
と
の
報
告
か
ら
、

当
該
管
理
料
の
見
直
し
が
行

わ
れ
、
単
冠
で
あ
る
、
４
分

の
３
冠
、
５
分
の
４
冠
、
全

部
金
属
冠
、
レ
ジ
ン
前
装
金

属
冠
が
補
管
の
対
象
か
ら
除

外
さ
れ
た
。

　
(2)
「
処
置
」
の
抜
髄
等
に

お
い
て
、
歯
科
麻
酔
薬
を
使

用
し
た
場
合
の
薬
剤
の
費
用

の
算
定
方
法
を
見
直
さ
れ
、

生
活
歯
髄
切
断
・
抜
髄
時
に

使
用
し
た
麻
酔
薬
剤
料
の
算

定
が
可
能
と
な
っ
た
。

　
(3)
大
臼
歯
Ｃ
Ａ
Ｄ
／
Ｃ
Ａ

Ｍ
冠
の
要
件
が
見
直
さ
れ
、

第
一
大
臼
歯
の
要
件
の
緩
和
、

限
定
的
で
は
あ
る
が
第
二
大

臼
歯
へ
の
適
応
拡
大
が
行
わ

れ
た
。

　
そ
の
他
変
更
の
改
定
項
目

に
つ
い
て
は
４
面
歯
科
保
険

診
療
研
究
を
ご
覧
頂
き
た
い
。 　

２
月
17
日
、
北
海
道
大
学

大
学
院
歯
科
麻
酔
学
教
室
教

授
の
城
戸
幹
太
氏
を
講
師
に

迎
え
て
開
催
し
、
74
名
が
参

加
し
た
。

　
冒
頭
、野
川
副
会
長
は
「
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
未
だ

変
異
を
繰
り
返
す
中
で
の
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
開
催
で
す
。
本

日
の
講
演
を
ぜ
ひ
日
頃
の
診

療
に
役
立
て
て
い
た
だ
き
た

い
」
と
挨
拶
し
た
。

　

城
戸
氏
は
「
ど
こ
に
ボ
ー

ダ
ー
ラ
イ
ン
を
設
定
す
る
か
」

を
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
、
歯
科

麻
酔
科
医
が
警
戒
す
る
６
つ

の
疾
患
（
不
整
脈
、
弁
膜
症
、

心
筋
症
、脳
卒
中
、Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
、

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
）
に
つ

い
て
詳
説
さ
れ
た
。
虚
血
性

心
疾
患
の
症
例
で
は
、
患
者

の
偶
発
症
発
生
時
の
歯
科
医

の
対
処
方
法
を
動
画
で
解
説
。

　
ま
た
、
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー

を
使
用
し
て
い
る
患
者
へ
の

歯
科
治
療
機
器
の
使
用
は
、

種
類
に
よ
っ
て
は
影

響
す
る
場
合
も
あ
る

た
め
メ
ー
カ
ー
に
も

確
認
が
必
要
で
あ
る

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

重
度
の
不
整
脈
患
者

の
場
合
は
内
科
主
治

医
と
連
携
し
て
感
染

性
心
内
膜
炎
の
予
防
に
努
め
、

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
た
治

療
に
あ
た
っ
て
ほ
し
い
と
説

明
。さ
ら
に
、Ｗ
Ｐ
Ｗ
症
候
群
、

ブ
ル
ガ
ダ
症
候
群
、Ｑ
Ｔ
延
長

症
候
群
の
患
者
の
症
例
と
対

処
法
に
つ
い
て
も
、
問
診
で

注
意
が
必
要
で
あ
る
と
話

た
。
　
最
後
に
、
全
身
疾
患
に
対

す
る
知
識
と
管
理
法
を
ど
の

よ
う
に
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
自

院
で
ど
こ
ま
で
対
応
で
き
る

か
、
円
滑
な
医
科
歯
科
連
携

が
取
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て

緊
急
時
の
対
処
法
を
シ
ミ
ュ

レ
ー
ト
で
き
て
い
る
か
が
大

切
で
あ
る
と
締
め
く
く
っ
た
。

最
新
の
知
見
も
紹
介
い
た
だ

き
、
大
変
有
意
義
な
講
演
で

あ
っ
た
。

け
歯
科
医
に
よ
る
歯
科
疾
患

の
管
理
に
つ
い
て
、
か
強
診

に
よ
る
実
施
を
評
価
し
て
い

る
が
、
こ
れ
を
見
直
し
、
口

腔
機
能
管
理
に
関
す
る
実
績

要
件
等
も
満
た
す
診
療
所
に

よ
る
実
施
を
評
価
す
る
こ
と

と
す
る
。②
小
児
口
腔
機
能
管

理
料
及
び
口
腔
機
能
管
理
料

に
か
か
り
つ
け
歯
科
医
に
よ

る
口
腔
機
能
管
理
に
関
す
る

評
価
を
新
設
す
る
。③
エ
ナ
メ

ル
質
初
期
う
蝕
管
理
加
算
を

廃
止
す
る
。

　
(1)
歯
科
固
有
の
技
術
の
評

　
１. 

歯
科
外
来
・
在
宅
ベ
ー

ス
ア
ッ
プ
評
価
料
（
Ｉ
）

　
外
来
医
療
又
は
在
宅
歯
科

医
療
を
実
施
し
て
い
る
医
療

機
関
（
歯
科
）
に
お
い
て
、

勤
務
す
る
歯
科
衛
生
士
、
歯

科
技
工
士
そ
の
他
の
医
療
関

係
職
種
の
賃
金
の
改
善
を
実

施
し
て
い
る
場
合
の
評
価
を

新
設
す
る
。

　
２.

歯
科
外
来
・
在
宅
ベ
ー

ス
ア
ッ
プ
評
価
料
（
Ⅱ
）

　

外
来
医
療
又
は
在
宅
歯
科

医
療
を
実
施
し
、入
院
医
療
を

実
施
し
て
い
な
い
歯
科
診
療

所
で
あ
っ
て
、勤
務
す
る
歯
科

衛
生
士
、歯
科
技
工
士
そ
の
他

の
医
療
関
係
職
種
の
賃
金
の

改
善
を
強
化
す
る
必
要
が
あ

る
医
療
機
関
に
お
い
て
、賃
金

の
改
善
を
実
施
し
て
い
る
場

プ
に
必
要
な
財
源
も
盛
り
込

ま
れ
て
お
り
、
コ
ロ
ナ
禍
以

降
疲
弊
し
て
い
る
医
療
機
関

の
現
状
を
回
復
で
き
る
か
甚

だ
疑
問
で
あ
る
。
そ
の
中
で

行
わ
れ
た
歯
科
の
改
定
に
つ

い
て
項
目
別
に
述
べ
る
。

　
年
末
に
出
さ
れ
た
改
定
率

は　
　
の
通
り
で
あ
る
。
と

て
も
医
科
歯
科
共
に
現
状
を

改
善
で
き
る
改
定
率
と
は
言

え
な
い
が
、
こ
の
中
に
は
医

療
機
関
で
勤
務
す
る
従
事
者

達
へ
の
給
料
の
ベ
ー
ス
ア
ッ

北 海 道 保 険 医 新 聞

　
医
薬
品
の
供
給
不
安
は
解

消
さ
れ
ず
後
発
医
薬
品
が
供

給
不
足
の
状
況
下
で
、
厚
労

省
は
長
期
収
載
薬
処
方
を
選

定
療
養
と
し
て
長
期
収
載
薬

と
後
発
医
薬
品
と
の
差
額
を

保
険
適
用
外
と
し
、
患
者
に

差
額
負
担
を
求
め
る
方
針
だ

▼
物
価
高
騰
や
年
金
引
き
下

げ
な
ど
国
民
が
生
活
苦
の
中
、

追
加
の
負
担
は
患
者
の
受
診

抑
制
を
招
き
健
康
悪
化
が
危

惧
さ
れ
る
。
差
額
徴
収
の
内

容
と
費
用
に
つ
い
て
の
院
内

表
示
、
説
明
と
同
意
な
ど
窓

口
の
混
乱
が
懸
念
さ
れ
、
患

者
と
医
師
の
信
頼
関
係
を
崩

す
可
能
性
も
あ
る
▼
後
発
薬

と
先
発
薬
は
有
効
成
分
は
同

じ
で
あ
る
が
、
基
材
、
剤

形
、
添
加
物
等
は
異
な
り
、

薬
効
・
副
作
用
も
違
っ
て
く

る
。
医
師
は
医
学
的
判
断
に

基
づ
い
て
必
要
な
処
方
を
選

択
し
て
お
り
、
後
発
医
薬
品

へ
の
事
実
上
の
処
方
誘
導
は
、

医
師
の
処
方
権
の
侵
害
で
あ

る
▼
一
旦
、
薬
価
差
額
負
担

が
導
入
さ
れ
れ
ば
蟻
の
一
穴

と
な
り
、
医
師
の
薬
剤
選
択

権
が
な
し
崩
し
的
に
狭
め
ら

れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
長
期
収

載
薬
の
選
定
療
養
化
は
実
質

的
な
混
合
診
療
の
拡
大
で
あ

り
解
禁
に
も
繋
が
り
か
ね
な

い
。
保
険
収
載
さ
れ
た
医
薬

品
を
保
険
給
付
か
ら
外
す
こ

と
は
公
的
医
療
保
険
の
根
幹

を
揺
る
が
す
危
険
性
が
あ
る
。

長
期
収
載
薬
の
「
保
険
外
し
」

は
容
認
で
き
な
い
。
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2024年（令和6年）3月5日（1）第1019号（昭和40年4月18日 第3種郵便物認可）

主な目次　

歯
科
保
険
診
療
研
究

●
文
化
講
演
会　

●
開
業
医
の

　

た
め
の
実
務
セ
ミ
ナ
ー

解
説
「
差
額
４
分
の
１
が
保
険
外

に
日
常
診
療
に
混
合
診
療
の
影
」

…
面
２

●
時
論
「
何
度
で
も
撤
回
を
求

め
る　

保
険
証
廃
止
」

●
…
面
３

●
…
面
４

表

●
会
員
訪
問

読
後
感

●

　
昨
年
12
月
に
決
ま
っ
た
診
療
報
酬
改
定
の
基
本
方
針
を
受
け

て
、
中
医
協
で
議
論
さ
れ
て
き
た
改
定
の
答
申
が
２
月
14
日
出
さ

れ
た
。
本
会
が
か
ね
て
よ
り
訴
え
て
い
た
、
ク
ラ
ウ
ン
・
ブ
リ
ッ

ジ
維
持
管
理
料
の
一
部
廃
止
や
処
置
に
お
け
る
一
部
麻
酔
薬
剤
の

算
定
可
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
そ
こ
で
本
号
で
は
歯
科
に
お
け
る
一

部
改
定
内
容
を
詳
記
す
る
。

歯
科
の
要
望
一
部
実
る

次
期
診
療
報
酬
改
定
答
申

表 診療報酬改定率

ネット（全体） 

診療報酬

薬価等（合計）
　　薬価
　　材料価格

▲０．１２％

＋０．８８％
　※１～３を除く改定分：＋０．４６％
　　・医科＋０．５２％
　　・歯科＋０．５７％
　　・調剤＋０．１６％
うち４０歳未満の勤務医師・歯科医師などの
賃上げ措置分（＋０．２８％）を含む
※１ 看護職員等のベア対応：＋０．６１％
※２ 入院時食事基準額の引き上げ：＋０．０６％
※３ 管理料、処方箋料等の効率化：▲０．２５％

▲１．００％
　　▲０．９７％
　　▲１.００％　

歯
科
臨
床
講
演
会

医
療
従
事
者
の
人
材
確
保
や

賃
上
げ
に
向
け
た
取
り
組
み

か
か
り
つ
け
医
、か
か
り

つ
け
歯
科
医
、か
か
り
つ
け

薬
剤
師
の
機
能
の
評
価

口
腔
疾
患
の
重
症
化
予
防
、

口
腔
機
能
低
下
へ
の
対
応

の
充
実
、生
活
の
質
に
配
慮

し
た
歯
科
医
療
の
推
進

（
隆
）

クイズ全問にご回答いただいた方の中から抽選でダイソン
などの豪華景品をプレゼント！ 先生方の待合室に応募ハ
ガキを置いて是非ご活用ください。

政府は、現行の健康保険証を2024年12月2日に廃止
しようとしています。マイナ保険証は利用者数が数パー
セントにとどまり、依然トラブルが続いています。安心し
て医療にかかり、今の健康保険証を残すための署名にご
協力ください。

まだ止められる！
私たちの声で保険証を残そう！

011-231-6281

詳細は本号同封のちらしなどをご覧ください。
追加でちらしなどが必要な場合は本会までご連絡ください。

●請願事項：現行の健康保険証を残してください
●締　　切：2024年6月2日（日）

本号
同封

障
害
者
・
有
病
者
の

　
　
　
　

歯
科
治
療
上
の
注
意
点

▲講演する城戸教授



る
。「
医
療
上
の
必
要
性
」に
つ

い
て
は
処
方
等
の
段
階
で
明

確
に
な
る
よ
う
、「
処
方
」欄
に

あ
る「
変
更
不
可
」の
隣
に「
患

者
希
望
」欄
が
追
加
と
な
る
。

　
ま
た
、
医
療
機
関
と
薬
局

は
、
院
内
の
患
者
が
見
や
す

い
場
所
に
制
度
の
内
容
と
費

用
等
に
つ
い
て
掲
示
し
、
患

者
が
選
択
し
や
す
い
環
境
づ

く
り
を
行
い
、
患
者
に
金
額

等
を
説
明
・
同
意
を
得
る
必

要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

２
月
時
点
で
は
掲
示
内
容
の

詳
細
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か

と
な
っ
て
い
な
い
が
、
も
し

対
象
医
薬
品
を
す
べ
て
網
羅

し
て
掲
示
す
る
場
合
に
は
、

薬
価
の
変
動
を
追
う
必
要
が

あ
り
、
煩
雑
な
作
業
と
な
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　
新
制
度
の
対
象
と
な
る
先

発
医
薬
品
は
約
７
０
０
成
分

に
も
お
よ
び
、
服
用
患
者
は

多
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　
例
え
ば
、
降
圧
剤
で
あ
る

カ
ル
シ
ウ
ム
拮
抗
薬
の
ア
ム

ロ
ジ
ピ
ン
ベ
シ
ル
酸
塩
（
商

品
名
：
ア
ム
ロ
ジ
ン
な
ど
）

を
新
制
度
に
当
て
は
め
る
と

患
者
負
担
は
約
２
倍
以
上
に

増
加
す
る
こ
と
が
わ
か
る

　
　
。

　
制
度
変
更
後
の
処
方
に

よ
っ
て
、
患
者
の
負
担
が
極

端
に
増
え
る
こ
と
に
は
な
ら

な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
医

療
機
関
は
こ
の
薬
価
差
額
が

生
じ
た
理
由
を
患
者
に
都
度

説
明
し
、
同
意
を
と
り
つ
け

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
診
療
に

割
く
時
間
が
さ
ら
に
困
難
に

な
る
こ
と
が
心
配
さ
れ
る
。

　
保
険
給
付
外
と
な
る
弊
害

の
影
響
と
し
て
、
市
町
村
助

成
制
度
が
挙
げ
ら
れ
る
。
乳

幼
児
医
療
制
度
、
重
度
心
身

障
が
い
者
医
療
助
成
制
度
を

は
じ
め
各
種
助
成
制
度
が
あ

り
、
窓
口
負
担
を
無
料
も
し

く
は
初
診
時
の
定
額
負
担
の

み
と
し
て
い
る
自
治
体
も
多

い
。
し
か
し
各
制
度
は
保
険

給
付
の
助
成
が
大
半
で
あ
り
、

新
制
度
に
よ
り
発
生
し
た
保

険
給
付
外
の
費
用
に
つ
い
て

は
助
成
の
対
象
外
と
な
り
う

る
。
と
く
に
小
児
医
療
機
関

な
ど
で
思
わ
ぬ
請
求
が
発
生

し
患
者
・
家
族
と
の
ト
ラ
ブ

ル
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性

も
あ
る
。

　
ま
た
選
定
療
養
に
か
か
っ

た
費
用
は
領
収
書
の
発
行
が

必
須
と
さ
れ
て
お
り
、
業
務

が
増
え
る
。
さ
ら
に
は
選
定

療
養
の
自
己
負
担
部
分
は
保

険
給
付
で
は
な
い
た
め
消
費

税
が
発
生
す
る
こ
と
に
も
留

意
さ
れ
た
い
。

　　
厚
労
省
は
、
薬
事
承
認
の

段
階
で
薬
の
有
効
成
分
等
の

検
査
か
ら
「
後
発
品
と
先
発

品
は
同
等
」
で
あ
る
と
主
張

し
て
い
る
。
し
か
し
薬
の
剤

形
（
錠
剤
、
顆
粒
、
カ
プ
セ

ル
等
）や
基
剤（
軟
膏
、ク
リ
ー

ム
な
ど
）、
添
加
剤
等
で
違
い

が
あ
り
、
患
部
に
作
用
の
仕

方
に
違
い
が
生
じ
る
こ
と
も

あ
わ
せ
て
認
め
て
い
る
。

　
医
療
現
場
に
お
い
て
は
、

当
然
、
効
能
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
融
解
速
度
の
違
い
な
ど

薬
自
体
の
特
徴
で
処
方
を
判

断
す
る
こ
と
も
あ
る
。
後
発

品
な
ど
の
別
の
薬
剤
に
切
り

替
え
た
あ
と
で
患
者
か
ら
訴

え
が
あ
り
、
も
し
く
は
効
き

目
な
ど
の
医
療
上
の
必
要
性

に
よ
り
元
に
戻
す
、
他
メ
ー

カ
ー
の
後
発
品
や
先
発
品
を

選
択
す
る
こ
と
も
あ
り
、
ど

の
薬
剤
が
最
適
な
の
か
判
断

し
て
処
方
を
行
っ
て
い
る
。

　
厚
労
省
は
、
新
制
度
を
実

施
す
る
根
拠
と
し
て
、「
患
者

が
先
発
医
薬
品
を
希
望
す
る

た
め
」
医
師
が
処
方
す
る
と

い
う
調
査
結
果
を
示
し
て
い

る
。
し
か
し
先
述
の
医
師
の

判
断
に
よ
る
処
方
や
同
調
査

の
中
で
後
発
品
の
効
き
目
や

副
作
用
に
不
安
を
覚
え
る
患

者
が
多
数
い
る
こ
と
も
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
た
か

も
患
者
が
先
発
品
を
優
先
し

て
処
方
す
る
よ
う
訴
え
て
い

る
か
の
よ
う
な
印
象
操
作
を

行
い
、こ
れ
ら
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ

と
し
て
導
入
す
る
べ
き
も
の

で
は
な
い
。

　
　
　

 

◇　
◇　
◇

　
選
定
療
養
に
は
差
額
ベ
ッ

ド
代
や
予
約
診
療
な
ど
が
あ

り
、
い
わ
ゆ
る
上
乗
せ
部
分

に
あ
た
る
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
新
制
度
は
医
師
が
患
者

の
個
別
性
や
症
状
を
踏
ま
え

て
処
方
し
、
用
法
・
容
量
・

効
能
・
効
果
な
ど
の
適
用
内

使
用
で
あ
っ
て
も
、
一
部
が

保
険
外
と
な
る
も
の
で
、
保

険
診
療
の
基
本
ル
ー
ル
か
ら

大
き
く
逸
脱
す
る
。
ま
た
こ

れ
ま
で
の
選
定
療
養
と
は
大

き
く
異
な
る
も
の
で
、
日
常

診
療
に
混
合
診
療
を
実
質

的
に
組
み
込
む
も
の
で
あ

る
。

　
診
療
に
大
き
な
影
響
を
与

え
て
い
る
医
薬
品
不
足
問
題

が
解
決
し
て
い
な
い
中
で
、

後
発
医
薬
品
へ
の
誘
導
と
な

る
新
制
度
を
拙
速
に
実
施
す

べ
き
で
は
な
い
。

　
政
府
が
行
う
べ
き
は
、
さ

ら
な
る
後
発
医
薬
品
の
使
用

促
進
策
で
は
な
く
、
医
薬
品

の
流
通
を
安
定
さ
せ
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
制
度

の
周
知
を
医
療
機
関
の
役
割

と
し
て
押
し
付
け
る
の
で
は

な
く
、
国
民
に
ひ
ろ
く
丁
寧

な
説
明
を
行
う
こ
と
だ
。

　
新
制
度
は
長
期
収
載
品
の

保
険
給
付
の
在
り
方
を
見
直

す
目
的
と
し
て
、
保
険
外
併

用
療
養
費
制
度
の
う
ち
選
定

療
養
の
仕
組
み
を
導
入
し
た

も
の
で
、
概
要
を　
　
に
示

す
。
　
対
象
と
な
る
薬
を
処
方
し

た
場
合
は
、
長
期
収
載
品
と

後
発
医
薬
品
の
価
格
帯
と
の

価
格
差
４
分
の
１
が
保
険
給

付
か
ら
外
れ
患
者
負
担
と
な

る
。
　

新
制
度
の
施
行
に
あ
わ
せ

て
処
方
箋
様
式
も
改
正
さ
れ
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何
度
で
も
撤
回
を
求
め
る

　
　
　
　
　保
険
証
廃
止

　
４
・
29
％
。
厚
労
省
が

発
表
し
た
昨
年
12
月
の
マ

イ
ナ
保
険
証
の
利
用
率
で

あ
る
。８
カ
月
連
続
で
減
少

し
、若
い
世
代
ほ
ど
低
く
、

14
歳
以
下
で
は
わ
ず
か

１
％
で
あ
る
。ま
た
、国
家

公
務
員
の
利
用
率
も
４
・

36
％
と
低
迷
し
、
厚
労
省

で
さ
え
４
・
88
％
と
報
道

さ
れ
た
。マ
イ
ナ
情
報
総
点

検
で
は
マ
イ
ナ
保
険
証
と

住
民
基
本
台
帳
の
デ
ー
タ

不
一
致
が
１
３
９
万
件
、紐

づ
け
ミ
ス
が
８
７
０
０
件

あ
っ
た
と
報
告
さ
れ
、
医

療
現
場
で
は
そ
れ
以
外
の

ト
ラ
ブ
ル
報
告
が
相
次
い

で
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
今
年
12
月
２
日
に
保

反
対
し
て
い
る
。
ま
た
、

保
団
連
調
査
で
は
73
％
の

会
員
が
反
対
、
他
の
調
査

で
も
80
％
の
医
師
が
延
期
・

廃
止
す
べ
き
と
回
答
。
同

時
に
12
月
の
廃
止
に
ま
で

に
院
内
の
体
制
整
備
が
整

わ
な
い
と
し
て
い
る
。
こ

の
ま
ま
強
行
す
れ
ば
現
場

の
混
乱
は
火
を
見
る
よ
り

も
明
ら
か
だ
。

　
全
国
の
多
数
の
自
治
体

で
現
行
保
険
証
の
存
続
を

求
め
る
意
見
書
が
採
択
さ

れ
、
道
内
で
も
札
幌
市
を

は
じ
め
14
の
自
治
体
に

上
っ
て
い
る
。

　
今
か
ら
で
も
遅
く
は
な

い
。
政
府
は
保
険
証
廃
止

を
撤
回
す
べ
き
だ
。

険
証
を
廃
止
す
る
と
い
う
。

と
ん
で
も
な
い
暴
挙
だ
。

　
利
用
率
の
低
迷
に
業
を

煮
や
し
、
政
府
は
23
年
度

補
正
予
算
に
マ
イ
ナ
保
険

証
の
関
連
費
用
を
盛
り
込

み
、
利
用
率
が
増
加
し
た

医
療
機
関
に
は
増
加
率
に

応
じ
て
支
援
金
を
交
付
す

る
こ
と
を
決
め
た
。
ま
た
、

利
用
件
数
が
多
い
医
療
機

関
に
は
顔
認
証
カ
ー
ド

リ
ー
ダ
ー
の
増
設
を
支
援

す
る
と
い
う
。
同
時
に
医

療
機
関
に
対
し
て
「
窓
口

等
で
マ
イ
ナ
保
険
証
の
持

参
を
促
す
こ
と
」
を
要
請

し
、
診
療
報
酬
請
求
時
に

取
組
状
況
の
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
行
う
。
何
故
、
医

療
機
関
が
こ
ん
な
失
政
の

後
始
末
を
強
い
ら
れ
る
の

か
。
保
険
者
に
も
種
々
の

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
テ
レ
ビ

Ｃ
Ｍ
に
よ
る
広
報
を
要
請

す
る
。

　
ま
た
、
次
期
診
療
報
酬

改
定
で
は
医
療
Ｄ
Ｘ
が
大

き
な
柱
に
な
る
が
、
新
設

す
る「 

医
療 
Ｄ
Ｘ 
体
制
整

備
加
算 

」の
施
設
基
準
の

１
つ
に
マ
イ
ナ
保
険
証
利

用
の
実
績
を
あ
げ
て
い
る
。

　
今
ま
で
に
も
膨
大
な
国

費
を
使
い
、
普
及
さ
せ
よ

う
と
す
る
マ
イ
ナ
保
険
証

だ
が
、
国
民
は
メ
リ
ッ
ト

が
な
い
こ
と
を
冷
静
に
見

て
い
る
。
毎
日
新
聞
調
査

で
は
57
％
が
保
険
証
廃
止

に
反
対
、
共
同
通
信
調
査

で
は
60
代
以
上
の
78
％
が

　

　
政
府
は
、
特
許
が
切
れ
て
安
価
な
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
（
後

発
医
薬
品
）
が
あ
る
先
発
薬
を
選
択
し
て
処
方
し
た
場
合
に
一
部

を
保
険
給
付
外
と
す
る
制
度
（
新
制
度
）
を
定
め
た
。
今
年
10
月

１
日
か
ら
施
行
と
な
る
。
医
薬
品
全
体
が
不
足
し
て
い
る
中
、
先

発
医
薬
品
の
使
用
に
対
す
る
実
質
的
な
ペ
ナ
ル
テ
ィ
と
な
る
新
制

度
は
様
々
な
問
題
点
が
あ
る
。
内
容
を
概
説
す
る
。

制
度
説
明
で

　
患
者
と
ト
ラ
ブ
ル

表

表

図

制度変更の概要

差額４分の１が保険外に
日常診療に混合診療の影

解
　
　
説

10月施行

医
師
判
断
の
処
方
を

　
　
な
い
が
し
ろ
に

図 長期収載品の患者負担増の例

患者負担（1割）
28円

患者負担（1割）
56円

77円

49円

保険給付
（9割）

252円

保険給付
（9割）

504円
保険給付
（9割）

441円

＝患者自己負担額

＝保険給付

変更前の56円と
比較して2.25倍

126円

差額280円

変更後

後発品（280円）
アムロジピン

先発品（560円）
アムロジン

先発品（567円）

※アムロジンを28日処方、1割負担の患者の場合

差額（280円）の4分の１
＋消費税（7円）

（先発品（560円）
̶差額の4分の1）×１割

（先発品（560円）
̶差額の4分の1）×9割

一部選定療養化（保険給付外）となる対象
次のいずれかを満たす
　・後発医薬品の上市後５年以上経過
　・後発医薬品の置換率が 50％以上

長期収載品でも保険給付になる場合
・医療上の必要性があると認められる場合
　→　例：医療上の必要性により医師が銘柄名
　　　　 処方（後発品への変更不可）をした場合
・後発医薬品を提供することが困難な場合
　→　例：薬局に後発医薬品の在庫が無い場合
※院外（内）処方、入院時処方などの具体的な取扱いについては後日発出
　予定の事務連絡を参照いただきたい
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本
書
は
専
門
書
と
い
う
よ

り
は
、
親
が
子
供
の
睡
眠
障

害
に
気
づ
き
、
行
動
を
起
こ

す
た
め
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
、

我
々
医
療
従
事
者
に
と
っ
て

は
睡
眠
障
害
の
兆
候
を
知
り
、

自
分
の
分
野
で
は
ど
ん
な
サ

ポ
ー
ト
が
で
き
る
か
を
探
る

こ
と
が
で
き
、
日
々
の
診
療

に
お
い
て
も
「
睡
眠
」
は
重

要
な
視
点
だ
と
感
じ
た
。

　
子
ど
も
の
成
長
発
達
に

は
、
栄
養
、
運
動
、
教
育
な

ど
目
覚
め
て
い
る
時
間
に
必

要
な
こ
と
は
数
多
く
あ
る

が
、
本
書
は
「
睡
眠
」
か
ら

子
ど
も
の
健
康
を
考
え
て
い

る
。
著
者
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
の
言
語
聴
覚
士
で
、
睡
眠

障
害
に
対
し
て
「
気
道
」
の

筋
肉
を
強
化
す
る
筋
機
能
訓

練
の
有
効
性
を
解
い
て
い

る
。

シ 

ャ 

ロ 

ン 

・ 

ム 

ー 

ア 

著

ク 

イ 

ン 

テ 

ッ 

セ 

ン 

ス 

出 

版

（
Ｋ
・
Ｏ
）

ん
に
満
足
し
て
も
ら
え
る
ク

リ
ニ
ッ
ク
」
を
目
指
し
て
い

ま
す
。
診
療
内
容
は
当
然
で

す
が
、
そ
れ
以
外
の
接
遇
や

待
ち
時
間
な
ど
の
改
善
に
も

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。 

―
ご
趣
味
は

　
旅
行
で
す
。
開
業
し
て
ま

と
ま
っ
た
休
み
が
取
り
づ
ら

く
な
っ
た
た
め
、
そ
こ
は
何

と
か
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

―

ご
家
族
は

　
妻
と
中
学
生
の
息
子
、
小

学
生
の
娘
・
息
子
の
５
人
で

す
。

―

今
後
の
目
標
に
つ
い
て

　
地
域
の
患
者
さ
ん
に
認
知

し
て
い
た
だ
き
、
頼
ら
れ
る

ク
リ
ニ
ッ
ク
に
し
て
い
き
た

い
で
す
。
保
険
診
療
を
こ
れ

患者さんと
向き合うクリニック

佐藤 　一正 先生
中央図書館前皮ふ科　札幌市・中央区152152

略歴
　秋田県能代市出身。旭川医科大学
を卒業後、北海道大学皮膚科学教室
に入局。北海道大学病院、ＪＲ札幌病
院、函館中央病院、たけだ皮膚科スキ
ンケアクリニックに勤務後、2023年５
月に開業。

合
っ
て
い
く
」
を
実
践
す
る

に
は
ク
リ
ニ
ッ
ク
が
合
っ
て

い
る
と
考
え
開
業
し
ま
し

た
。

―

開
業
後
苦
労
し
た
こ
と
や
嬉

　
し
か
っ
た
こ
と
な
ど
は
あ
り

　
ま
す
か

　
全
て
が
苦
労
し
ま
し
た
。

開
業
の
手
続
き
、
ス
タ
ッ
フ

の
雇
用
、
レ
セ
プ
ト
な
ど
全

て
が
初
め
て
の
こ
と
な
の

で
、
と
て
も
大
変
で
し
た
。

い
ま
現
在
も
落
ち
着
い
た
状

況
と
は
い
え
ず
、
毎
日
奮
闘

―

本
会
に
入
会
し
た
理
由
は

　
開
業
に
際
し
て
診
療
報
酬

点
数
、
レ
セ
プ
ト
に
つ
い
て

相
談
し
た
い
と
思
い
入
会
し

ま
し
た
。

―

ご
専
門
は

　
一
般
皮
膚
科
、
小
児
皮
膚

科
、
美
容
皮
膚
科
で
す
。

―

開
業
し
た
動
機
な
ど

　
ク
リ
ニ
ッ
ク
と
病
院
で
は

医
療
に
お
け
る
役
割
が
大
き

く
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
、

私
の
目
指
す
「
日
常
的
な
困

り
ご
と
に
し
っ
か
り
向
き

中
で
す
。

　
嬉
し
か
っ
た
こ
と
は
、
や

は
り
患
者
さ
ん
か
ら
の
声
掛

け
で
す
。「
近
く
に
皮
膚
科

が
で
き
て
よ
か
っ
た
」「
先

生
の
と
こ
ろ
に
通
う
わ
」
と

お
声
を
か
け
て
い
た
だ
け
る

と
、
開
業
し
て
よ
か
っ
た
と

心
か
ら
思
え
ま
す
。

―

診
療
で
心
が
け
て
い
る
こ
と

　
は

　
患
者
さ
ん
の
話
を
よ
く
聞

き
、
ど
の
よ
う
な
治
療
を
望

ん
で
い
る
か
を
汲
み
取
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。
皮
膚
科

の
治
療
法
は
一
つ
じ
ゃ
な
い

こ
と
も
多
い
た
め
、
患
者
さ

ん
の
意
見
を
大
事
に
す
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。

―

ど
の
よ
う
な
医
院
を
目
指
し

　
て
い
ま
す
か

　
一
言
で
い
う
と
「
患
者
さ

ま
で
通
り
し
っ
か
り
行
っ
て

い
く
予
定
で
す
が
、
シ
ミ
取

り
や
脱
毛
な
ど
の
自
由
診
療

に
も
徐
々
に
力
を
い
れ
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

―

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
患
者
さ
ん
の
悩
み
に
向
き
合

　
い
、
満
足
し
て
も
ら
え
る
ク

　
リ
ニ
ッ
ク
と
し
て
是
非
今
後

　
も
ご
活
躍
い
た
だ
き
た
い
で

　
す
。

（
聞
き
手
　
事
務
局
丸
岡
）

〈
主
な
協
議・検
討
事
項
〉

①
２
０
２
３
年
度
歯
科
部
事
業
に
つ
い
て

　
・ （
３
／
25
）
歯
科
新
点
数
検
討
会
開
催
に
つ
い
て

　
　
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
で
開
催
。
会
場
参
加
は
先
着
限
定

　
　
１
０
０
名
と
す
る
。
テ
キ
ス
ト
は
３
／
22
頃
到

　
　
着
を
目
安
に
準
備
を
進
め
る
。
ま
た
、
未
入
会
員

　
　
に
も
広
く
参
加
と
入
会
を
呼
び
か
け
、
組
織
拡
大

　
　
に
努
め
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

②
２
０
２
４
年
度
予
算
要
求
、活
動
方
針
、活
動
報
告

    

・
予
算
要
求
案…

発
送
代
の
値
上
げ
等
を
見
据
え
、

　
　
要
求
案
の
立
て
直
し
を
協
議
し
た
。

    

・
活
動
方
針
案
、
活
動
報
告
案…

前
回
案
を
も
と

　
　
に
諸
所
の
見
直
し
を
行
っ
た
。

③
そ
の
他

    

・
歯
科
保
険
診
療
研
究
（
３
／
５
号
）
の
確
認
を

　
　
行
っ
た
。

第
11
回
歯
科
部
担
当
理
事
会（
2
月
14
日
）

歯
科
部
だ
よ
り

※

次
回 

２
０
２
４
年
度
第
12
回
歯
科
部
担
当
理
事
会…

3
月
13
日（
水
）午
後
７
時

医
業
税
務
の
基
本
を
学
ぶ

開
業
医
の
た
め
の
実
務
セ
ミ
ナ
ー

　
２
月
15
日
、
札
幌
支
部
・

石
狩
支
部
は
文
化
講
演
会「
バ

イ
オ
リ
ン
と
ワ
イ
ン
の
夕
べ
」

を
札
幌
パ
ー
ク
ホ
テ
ル
に
て

共
同
開
催
し
、
会
員
と
家
族

75
名
が
参
加
し
た
。

　
長
野
札
幌
支
部
長
に
よ
る

開
会
挨
拶
の
後
、
参
加
者
は

「
ド
メ
ー
ヌ
レ
ゾ
ン
」「
北
海

道
ワ
イ
ン
」
か
ら
取
り
寄
せ

た
多
数
の
北
海
道
の
ワ
イ
ン

を
楽
し
み
な
が
ら
バ
イ
オ
リ

ン
と
ピ
ア
ノ
の
生
演
奏
を
堪

能
し
た
。

　
演
奏
会
は
ソ
リ
ス
ト
と
し

て
も
こ
れ
ま
で
数
々
の
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
と
共
演
し
、
現
在

東
京
交
響
楽
団
の
第
１
コ
ン

サ
ー
ト
マ
ス
タ
ー
を
務
め
て

い
る
指
揮
者
で
バ
イ
オ
リ
ニ

ス
ト
の
グ
レ
ブ
・
ニ
キ
テ
ィ

ン
氏
と
ピ
ア
ニ
ス
ト
加
賀
谷

恵
子
氏
の
２
名
に
よ
り
行
わ

れ
た
。
演
奏
は
サ
ラ
サ
ー
テ

作
曲
の
「
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ

イ
ゼ
ン
」「
カ
ル
メ
ン
幻
想
曲
」

と
い
っ
た
バ
イ
オ
リ
ン
曲
を

降
り
参
加
者
の
間
近
で
演
奏

を
披
露
し
た
。参
加
者
は
迫

力・情
感
た
っ
ぷ
り
の
バ
イ
オ

は
じ
め
、「
ア
ダ
ー
ジ
ョ 

ロ

短
調
」「
序
奏
と
ロ
ン
ド
・
カ

プ
リ
チ
オ
ー
ソ
」「
ハ
ン
ガ

リ
ー
舞
曲
」「
タ
イ
ス
の
瞑
想

曲
」
と
い
っ
た
名
曲
の
数
々

が
演
奏
さ
れ
た
。
ニ
キ
テ
ィ

ン
氏
は
度
々
ス
テ
ー
ジ
か
ら

Ｂ
に
て
開
催
し
た
。
道
内
各

地
か
ら
会
員
・
職
員
等
42
名

が
参
加
し
た
。

　
初
め
に
、
最
新
の
医
療
経

済
実
態
調
査
に
み
る
医
療
機

関
の
損
益
状
況
や
医
科
・
歯

科
診
療
所
の
損
益
状
況
に
つ

い
て
解
説
し
た
。

　
本
題
と
な
る
医
業
所
得
の

計
算
方
法
と
日
々
の
会
計
処

理
の
観
点
か
ら
み
た
日
常
業

　
２
月
10
日
、
講
師
に
税
理

士
の
吉
岡
健
司
氏
を
迎
え「
医

療
機
関
の
税
務
に
つ
い
て
基

本
を
学
ぼ
う
」
と
題
し
て
実

務
セ
ミ
ナ
ー
税
務
編
を
Ｗ
Ｅ

務
に
つ
い
て
は
、
税
務
調
査

で
指
摘
の
多
い
項
目
を
中
心

に
、
収
入
計
上
年
度
の
ず
れ

や
収
入
計
上
漏
れ
・
除
外
、

個
人
的
経
費
の
混
入
や
架
空

の
経
費
計
上
、
経
理
処
理
の

誤
り
な
ど
間
違
い
や
す
い
考

え
方
に
つ
い
て
解
説
し
た
。

　
次
に
、
ス
タ
ッ
フ
の
税
務

と
給
与
実
務
の
注
意
点
に
つ

い
て
「
ス
タ
ッ
フ
採
用
の
際

の
見
直
し
に
つ
い
て
解
説
し

た
。
そ
し
て
今
年
か
ら
開
始

さ
れ
る
、Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
拡
充
や

贈
与
税
の
改
正
に
つ
い
て
等

を
簡
単
に
説
明
し
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
事
前
質
問

も
出
さ
れ
、「
と
て
も
勉
強
に

な
り
ま
し
た
」
と
の
声
が
多

く
、
盛
況
の
う
ち
に
終
了
し

た
。

に
希
望
年
収
に
留
意
が
必
要
。

11
月
、
12
月
に
な
っ
て
か
ら

『
今
年
は
こ
れ
以
上
働
け
ま
せ

ん
』
と
言
わ
れ
る
場
合
が
あ

る
」と
述
べ
た
。こ
の
ほ
か「
通

勤
手
当
や
お
祝
い
金
・
お
見

舞
金
、
永
年
勤
続
表
彰
の
支

出
は
、
現
物
給
付
と
み
な
さ

れ
て
所
得
税
が
課
さ
れ
る
場

合
が
あ
る
」
と
注
意
を
促
し

た
。
　
最
後
に
税
制
改
正
に
つ
い

て
説
明
し
、
所
得
税
は
３
万

円
、
住
民
税
は
１
万
円
を
減

税
す
る
「
定
額
減
税
」、
従
業

員
の
給
与
総
額
が
昨
年
の
給

与
総
額
を
１
・
５
％
上
回
る

場
合
、
増
加
額
の
15
％
に
相

当
す
る
法
人
税
、
所
得
税
を

控
除
す
る
「
賃
上
げ
税
制
」

眠
り
で
子
ど
も
は
変
わ
る

ー
健
康
な
子
ど
も
を
育
む
メ
ソ
ッ
ド
ー

医科の新点数検討会に
ご参加の皆様へ

　3月31日に開催予定の医科点数検討会では、本号に同
封している入場券が必要となりますので忘れずにご持参く
ださい。
　また当日会場では検討会で使用するテキストとして「点
数表改定のポイント」（税込み3,000円）の販売を行いま
す。混雑することが予想されますので、購入される方はなる
べくお釣りのないようにご準備のほどお願いいたします。

お問い合わせは、本会事務局まで 011-231-6281

ワインと音楽に
　　　酔いしれる夜
札幌支部・石狩支部共催　文化講演会

リ
ン
と
ピ
ア
ノ
の
音
色
に

じ
っ
く
り
と
聞
き
入
っ
て
い

た
。

　
最
後
に
橋
本
石
狩
支
部
長

よ
り
閉
会
の
挨
拶
が
行
わ
れ
、

盛
会
の
う
ち
に
終
了
し
た
。

▲グレブ・ニキティン氏（左）と加賀谷氏

▲講師の吉岡 健司 氏
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歯科診療報酬改定のポイント

　次期診療報酬改定について、２月14日に中医協から答申が出された。
主な改定項目の概要について以下に示す。詳細な施設基準要件、算定
要件については、３月上旬に厚労省から告示、通知が発出される予定と
なっているので、ご確認いただきたい。なお、施行は６月１日である。

■ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
初診時　10点　　再診時　２点
歯科訪問診療時　同一建物居住者以外　41点　　
同一建物居住者　10点

■ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)１　
初診／歯科訪問診療時　８点
再診時　１点
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)２　
初診時／歯科訪問診療時　16点
再診時　２点
↓
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)８　
初診時／歯科訪問診療時　64点
再診時　８点

■ 歯科初診料　267点　　　歯科再診料　58点
■ 歯冠修復・欠損補綴の評価の引き上げ

・

・

2024年度、2025年度において、対象職員の賃金の改善
を実施する。
2024年度、2025年度における賃金の改善計画を作成し、
定期的に地方厚生局長に報告する。

・

・

・

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定している患
者に算定する。
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される
点数の見込みの10倍が、対象職員の給与総額の１分２
厘未満であること。
対象職員の給与総額、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
の算定点数見込み、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の
算定回数見込みから算出した数に基づき区分の届出をする。

・支台築造、金属歯冠修復、根面被覆、高強度硬質レジンブ
リッジ、有床義歯、鋳造鉤、線鉤、コンビネーション鉤、磁性
アタッチメントの点数引き上げ。

１．医療従事者の人材確保や賃上げ

■ 歯科訪問診療１（同一建物１人）　1,100点
歯科訪問診療２（同　２～３人）　　410点
歯科訪問診療３（同　４～９人）　　310点
歯科訪問診療４（同　10～19人）　　160点
歯科訪問診療５（同　20人以上）　　　95点
・ 20分未満の場合、歯科訪問診療１は減算なし、歯科訪問診
療２は287点、歯科訪問診療３は217点、歯科訪問診療４
は96点、歯科訪問診療５は57点。

■ 訪問歯科衛生指導料（単一建物１人）　362点
訪問歯科衛生指導料（同　２～９人）　326点
訪問歯科衛生指導料（同　10人以上）　295点
・
・
緩和ケアを実施するものに対しては月８回。
単一建物１人の場合で、訪問歯科衛生指導は困難な者に対
して、複数の歯科衛生士で実施した場合は複数名訪問歯科
衛生指導加算150点。

５．質の高い在宅医療

■フッ化物歯面塗布処置
う蝕多発傾向者　110点
・歯科訪問診療料を算定した患者を追加。

■ 根面う蝕管理料　30点
・

・

歯管、特疾管を算定した65歳以上の患者で、管理計画を作
成し、非切削にて管理を行う場合。
小児口腔機能管理料の注３の施設基準を届け出た場合は、
口腔管理体制強化加算48点を加算。

■ エナメル質初期う蝕管理料　30点
・

・

歯管、特疾管を算定した患者で、管理計画を作成して管理を
行う場合。
小児口腔機能管理料の注３の施設基準を届け出た場合は、
口腔管理体制強化加算48点を加算。

■ 歯周病安定期治療のハイリスク加算　80点
・歯周病の重症化するおそれのある糖尿病患者に対して、Ｓ
ＰＴを実施した場合。

■ 歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算　10点
・口腔機能発達不全症、口腔機能低下症の患者に対して、従
来の指導に併せて口腔機能に係る指導を行った場合。

■ 大臼歯CAD/CAM冠の要件見直し
・第一大臼歯、第二大臼歯にCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を使用
する場合は、対側大臼歯に咬合支持があり、かつ同側大臼歯
に咬合支持がある場合、または同側大臼歯に咬合支持がな
いが、当該補綴部位の対合歯が欠損であり、当該補綴部位
の近心側隣在歯まで咬合支持がある場合。

■クラウン・ブリッジ維持管理料の対象の見直し
・４分の３冠、５分の４冠、全部金属冠、レジン前装金属冠
が、補管の対象から除外。

■ 歯科麻酔薬剤の算定方法の見直し
・生活歯髄切断、抜髄を行う場合の、使用した麻酔薬剤が算定
できる。

■ 歯科技工士連携加算１　50点
歯科技工士連携加算２　70点
・

・

・

・

・

前歯部のレジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、
CAD/CAM冠の製作で、印象採得に当たって、歯科技工士と
色調採得、口腔内の確認等を行った場合。
６歯以上のブリッジ、９歯以上の有床義歯の製作で、咬合採得
に当たって、歯科技工士と咬合状態の確認等を行った場合。
９歯以上の有床義歯の製作で、仮床試適に当たって、歯科技
工士と床の適合状況の確認等を行った場合。
歯科技工士連携加算１は、歯科医師が歯科技工士とともに対
面で行った場合、歯科技工士連携加算２は、歯科医師が歯科
技工士とともに情報通信機器を用いて行った場合。
当該補綴物について、色調採得、咬合状態の確認、床の適合状
況の確認のいずれかで算定する。

初期の根面う蝕に罹患している患者　80点
・根面う蝕管理料を算定した患者。
エナメル質初期う蝕に罹患している患者　100点
・エナメル質初期う蝕管理料を算定した患者。

６．重症化予防、口腔機能低下ヘの対応、生活の質に配慮した歯科医療

■ 書面要件の見直し
・書面での作成や情報提供等が必要な項目について、「医療
情報システムの安全管理に関するガイドライン」の遵守を
前提に、電磁的方法による作成、情報提供等が可能になる。

■ 書面掲示事項のウェブサイトへの掲載
・療養担当規則等における書面掲示事項について、ウェブサ
イトへの掲載が義務となった。

２．医療ＤＸの推進による医療情報の有効活用

■ 歯科外来診療医療安全対策加算１（歯科初診料）　12点
歯科外来診療医療安全対策加算１（歯科再診料）　２点
・

・

・
・

医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が１
名以上配置。
歯科医師が複数名配置、又は歯科医師及び歯科衛生士が
それぞれ１名以上配置。
医療安全管理者の配置。
医療安全対策に係る院内掲示と、掲示事項をウェブサイト
へ掲載。

■ 歯科外来診療感染対策加算１（歯科初診料）　12点
歯科外来診療感染対策加算１（歯科再診料）　２点

■ 外来環は廃止

・
・
初診料の注１に係る施設基準の届出。
歯科医師が複数名配置、又は歯科医師が１名以上、かつ
歯科衛生士もしくは院内感染防止対策に係る研修を受け
た者が１名以上配置。

３．新興感染症等に対応できる医療提供体制

■ か強診の施設基準の廃止
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化
加算の施設基準の新設
・口腔機能管理に関する実績が追加された。

４．かかりつけ歯科医機能の評価


